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（目的） 

第１条 この規程は、産業能率大学通教校友会（以下「校友会」という。）の支部が、支部活動

の活性化を図ることを目的として、当該年度の卒業生に校友会案内を発送する際に発生す

る郵便料金を補助するために、支部に対して支給する支部新規入会案内送付に係る郵便費

助成金（以下「助成金」という。）の支給に関して必要な事項を定める。 

 

（助成金の支給要件） 

第２条 助成金は、校友会員になった当該年度の卒業生のうち、支部案内の送付を希望した者に

対して、支部入会案内を送付するために支出した費用の一部を補助する。 

 

（助成金の支給回数） 

第３条 助成金の支給回数は、１会計年度当たり２回を上限とする。 

 

（助成金の申請方法と申請期限） 

第４条 助成金を申請する場合は、次の各号の書類をすべて、校友会会長に提出しなければなら

ない（ただし、送付先は産業能率大学通教校友会事務局（以下「事務局」という。）とす

る）。 

(1)別紙１の「産業能率大学通教校友会 支部新規入会案内郵便費助成金申請書」（以下

「申請書」という。） 

(2)支部会員に送付した資料 

(3)郵便料金の領収書 

２ 前項の第(1)号から第(3)号の書類の提出期限は、支部新規入会案内を送付後、１か月以

内とし、年度ごとの申請締切日は５月３１日とする。（5月 20日以降の申請は翌年度に繰

り越すものとする。） 

 

（助成金の支給方法） 

第５条 校友会会長は、第４条第１項に定める第(1)号から第(3)号の書類に基づいて、申請の内

容が第２条の支給要件の基準をすべて満たしているか否かを審査し、助成金支給の可否を

決定する。 

２ 校友会会長が審査した結果、助成金の支給を決定した場合、事務局は原則として申請日

の翌月、申請書に記載された金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。 

 

（助成金の支給金額） 

第６条 助成金の金額は、支部新規入会案内の送付者について一人当たり８４円とする。また、

郵便切手(定形 25g以下)価格が今後値上がりした場合はその金額とする。 


